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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１０月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年９月１６日 １４時２０分ごろ 

発生場所 広島県呉市海上保安大学校南方沖 

 小麗女
こ う る め

島灯台から真方位０６２°９１０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１４.６５′ 東経１３２°３１.６７′） 

事故調査の経過  平成２６年９月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ パーシー、０.１トン 

   ２７０－４６１９８広島、国土交通省 

   ２.８９ｍ（Lr）×１.１０ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１０３kＷ、平成１９年１０月 

Ｂ 水上オートバイ トーマス、０.１トン 

   ２７０－４６１９７広島、国土交通省 

   ２.８９ｍ（Lr）×１.１０ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１０３kＷ、平成１９年１０月 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ 男性 １９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日  平成２６年７月１０日 

  免許証交付日 平成２６年７月１０日 

         （平成３１年７月９日まで有効） 

船長Ｂ 女性 ２０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日  平成２６年７月１０日 

  免許証交付日 平成２６年７月１０日 

         （平成３１年７月９日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長Ａ）、軽傷 １人（同乗者Ａ１） 

 損傷 Ａ 船首部に亀裂を伴う擦過傷及び右舷中央部に擦過傷等 

Ｂ 船首部から船尾部にかけての船底に擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、学生２人（以下「同乗者Ａ１」

及び「同乗者Ａ２」という。）を乗せ、‘海上保安大学校（以下「本件

大学校」という。）での小型船舶の操船実習’（以下「本件操船実習」
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という。）の一環として、本件大学校南方沖で航走を開始した。 

 船長Ａは、‘水上オートバイとヨットとの実習海域を東西に区分 

するために設定された見通し線’(以下「本件見通し線」という。）の

東側（水上オートバイの区域）を本件見通し線に沿って約２０km/h の

速力（対地速力、以下同じ。）で北北東進し、本件大学校の護岸近く

で減速して右旋回を開始した。 

 Ａ船は、右旋回中、船長Ａが、右舷方至近にＡ船に接近するＢ船を

認めたものの、どうすることもできず、本件大学校南方沖において、

平成２６年９月１６日１４時２０分ごろ、その右舷船首部とＢ船の船

首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、学生（以下「Ｂ船同乗者」とい

う。）２人を乗せ、Ａ船と同じく本件大学校南方沖で航走を開始し

た。 

 船長Ｂは、Ａ船の後方を走ろうと思い、Ａ船の右舷後方約２０ｍの

所を約２０km/h の速力で追走した。 

 船長Ｂは、本件大学校の護岸近くになった時、Ａ船が左旋回するよ

うに見えたので、Ａ船と反対方向に旋回しようと思い、右舷後方を確

認しながらハンドルを少し右に切った。 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ｂ船同乗者の「危ない」という声で船首方を振

り向き、右旋回中のＡ船を至近に認めたが、どうしてよいのか分から

ずにスロットルレバーを引き、増速した状態でＡ船と衝突した。 

 船長Ａ、同乗者Ａ１及び同乗者Ａ２は、衝突時の衝撃で海中に転落

し、本件大学校の警戒船に救助され、船長Ａが、救急車で病院に搬送

されて３日間の入院後、約３週間の経過観察を要する頸椎捻挫、約１

か月の経過観察を要する右上
じょう

顎骨
がくこつ

骨折等と、また、同乗者Ａ１が本件

大学校の診療所で右肩打撲及び口内切創とそれぞれ診断された。 

 船長Ｂ、Ｂ船同乗者２人及び衝突時の衝撃で海中に転落した同乗者

Ａ２に負傷はなかった。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の損傷状況（右舷

側）、写真２ Ａ船の損傷状況（船首部）、写真３ Ｂ船の損傷状況

（船首船底）、写真４ Ｂ船の損傷状況（左舷船底） 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

実習担当教官は、本件操船実習を行うに当たり、学生に対して次の

ような注意を行っていた。 

 ① スピードの出し過ぎには注意し、周囲の状況を確認しながら 

操縦すること。 

② 針路変更をする際には、変更する側及びその後方を確認して 

から針路変更を行うこと。 

③ 危険なので他の水上オートバイを追走しないこと。 
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 Ａ船は、後部座席に船首側から同乗者Ａ１、同乗者Ａ２の順に座って

いた。 

船長Ａは、実習担当教官の注意で、Ａ船を追走して来る水上オート

バイはいないと思っていた。 

Ａ船は、右旋回を開始する前、船長Ａが操縦ハンドルを左に切るこ

とはしていなかったが、減速した際に船首が左右に振れた。 

船長Ａは、本事故発生時、本件操船実習において、Ａ船での２回目

（１回が約３０分）の操縦であった。 

船長Ｂは、水上オートバイの操縦に不慣れであり、操縦することに

集中していて実習担当教官の注意を忘れていた。 

船長Ｂは、本事故発生時、２人乗り水上オートバイを操縦した後、

Ｂ船を操縦していた。 

 本件操船実習は、実習海域内での自由航走という形式で実施されて

いた。 

 本件操船実習では、教官がそれぞれ乗船する２隻の警戒船で実習海

域の警戒を実施していたが、本事故発生時、学生の中に急病人が発生

したので、１隻で警戒を実施していた。 

 本件操船実習の参加者は、全員、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、本件大学校南方沖を北北東進中、船長Ａが、右旋回する

際、Ａ船に追走して来る水上オートバイはいないと思い、右舷後方を

確認しなかったことから、右舷後方を追走していたＢ船と衝突したも

のと考えられる。 

 船長Ａは、本件操船実習を行うに当たり、実習担当教官から危険な

ので他の水上オートバイを追走しないようにとの注意があったことか

ら、Ａ船に追走して来る水上オートバイはいないと思ったものと考え

られる。 

 Ｂ船は、本件大学校南方沖で北北東進中、船長Ｂが、Ａ船の右舷後

方約２０ｍの所を追走していたことから、Ａ船の左旋回に合わせて右

旋回しようと思い、右舷後方を確認しながらハンドルを右に切ったと

ころ、右旋回して来たＡ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、水上オートバイの操縦に意識を集中していたことから、

実習担当教官の注意を失念し、Ａ船の右舷後方約２０ｍの所を追走し

たものと考えられる。 

船長Ｂは、Ａ船が減速した際、Ａ船の船体が左右に振れたこと  

から、Ａ船が左旋回すると誤認した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本件大学校南方沖において、Ａ船及びＢ船が北北東進
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中、船長Ａが、右旋回する際、Ａ船を追走して来る水上オートバイは

いないと思い、右舷後方の状況を確認せず、また、船長Ｂが、Ａ船の

右舷後方約２０ｍの所を追走していたため、右旋回したＡ船と右旋回

しようとしたＢ船とが衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考 本件大学校は、本事故後、学生に対して、針路変更時の安全確認の

励行及び安全な船間距離の確保等の徹底を図るとともに、実習区域を

細分し、同一区域内で複数の水上オートバイを航走させないようにす

るなどした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・複数の水上オートバイで航走する場合には、事前に針路変更時の

合図を定めておき、針路変更時、同合図を行うとともに後方の安

全確認を行うこと。 

・他の水上オートバイの後方を航走する場合には、先行する水上オ

ートバイが旋回して自船の前路に進出しても避けることができる

よう、安全な船間距離を確保すること。 
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写真１ Ａ船の損傷状況（右舷側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ａ船の損傷状況（船首部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷箇所 
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写真３ Ｂ船の損傷状況（船首船底） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ Ｂ船の損傷状況（左舷船底） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


